


1.そもそも贈与って何？

（1）贈与契約（民法 549 条）

民法 549 条
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

贈与者：ある財産を無償で渡す意思表示（タダであげるね！）
受贈者：上記に関し受諾する意思表示（もらうね！）

イメージとしては・・・バレンタインの感覚に近い

贈与者：チョコをタダであげる！
受贈者：「ありがとう！」で、もらう
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1.そもそも贈与って何？

（2）贈与する側が重度の認知症だったら？（民法3条の2）

認知症の問題って、最近話題になってるけど、実際にはどれぐらいの割合にな
りますか？

民法 3 条の 2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかった
ときは、その法律行為は、無効とする。

厚生労働省（平成 27 年）の発表では、令和 7 年（当時は平成 37 年）には 65 歳
以上の約 5 人に1 人が認知症高齢者になると推定されています。

重度の認知症高齢者が現金贈与ってできるんですか？

できません。贈与するという意思表示ができないためです。この根拠は民法 3 
条の 2とされています。つまり、重度の認知症高齢者は法律行為を行うための
意思能力が無いので、その高齢者が行った法律行為は無効となってしまいます。

Q

Q

A

A
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1.そもそも贈与って何？

（2）贈与する側が重度の認知症だったら？（民法3条の2）

父が重度の認知症で長男が父の口座を管理しています。長男は父の口座から勝
手に100 万円をATMで出金し、自分の口座にATMで入金しました。これは認めら
れますか？

認められません。重度の認知症であれば、意思能力が無い可能性が高いため、
意思能力が無いと判断されれば法律行為を行っても無効とされます。そのため、
父に法定後見人が就任すれば、法定後見人は長男に対してお金を返せと請求で
きることになります（不当利得返還請求や損害賠償請求の対象）。これは相続
発生後で判明した場合でも、同様の請求権を他の相続人は有することになるた
め、他の相続人は長男に対し、引き出した資金を遺産に戻せという権利を有す
ることになります。

Q

A
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1.そもそも贈与って何？

（3）名義預金って何？

名義預金って言葉を最近よく聞きます。これって贈与と何か関係してますか？

贈与契約は①タダで財産をあげるという意思表示と、②もらうという意思表示
が合致することで成立することはお伝えしました。
税務調査では、概ね「贈与事実の認定」、つまり、本当に贈与契約があった

のか？が問題になります。
そのため、父から長男への毎年の現金贈与を前提とすると、贈与の事実が本当
にあったと主張するために、以下の対応をしておくことをおススメします。

Q

A

①贈与契約書を毎年作成する
②基礎控除（110 万円）以上の贈与をして贈与税を申告し納税する
③贈与者（父）の預金を受贈者（長男）の預金口座へ振込する。そのうえで、
受贈者（長男）の預金口座を受贈者（長男）自らが管理する。

などの措置を講じておく必要があります。

特に、③の事実が弱いことが原因で、贈与の事実が否認されることが多いため注
意してください。
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2.暦年贈与の話

（1）暦年贈与って何？

暦年：1月1日から12月31日までの 1 年間

この 1 年間の贈与財産に課税される贈与税の計算方法
これを暦年贈与と呼びます。

計算式：（贈与財産の価額 － 基礎控除 110 万円）× 税率＝贈与税

基礎控除 110 万円を超える贈与財産がなければ、贈与税の申告義務なしポイント

平成 27 年 1月1日以降の贈与税の計算で使う税率については、
①特例税率と②一般税率に分かれています。

特例税率の方が納税者側にとっては有利
可能なら特例税率を使いたい！
ただし、特例税率を使うためには「一定の要件」を満たす必要あり

（2）税率ってどうやって決まりますか？
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2.暦年贈与の話

（2）税率ってどうやって決まりますか？

①特例税率

要件 1：直系尊属（父母や祖父母など）から子や孫への贈与であること
要件 2：贈与で財産を受け取った人が、贈与を受けた年の 1月1日において

18 歳以上の者であること

祖父から孫の贈与で、孫が 18 歳になった翌年 1月1日以後の贈与から
特例税率を使える

ポイント

祖父から孫（20 歳）へ 500 万円を生前贈与した場合
贈与税：（500 万円－110 万円）×15％－10 万円＝48.5 万円
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2.暦年贈与の話

（2）税率ってどうやって決まりますか？

②一般税率

特例税率の要件を満たさない人への贈与で使う税率
「兄弟間の贈与」「夫婦間の贈与」
「親から子への贈与で子が未成年者の場合」など

祖父から孫（15 歳）へ 500 万円を生前贈与した場合
贈与税：（500 万円－110 万円）×20％－25 万円＝53 万円

特例税率と比較して、4.5 万円の増税となる！
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2.暦年贈与の話

（3）計算例とトクする贈与の考え方

祖父から孫への贈与ですが、贈与を受けた年の 1月1日現在では 17 歳
特例税率の適用不可
一般税率の適用

祖父から18 歳（11月18日生）の孫へ 12月25日に1,000 万円の贈与例１

トクする贈与 贈与日を18 歳になった年ではなく18 歳になった翌年 1月1日にする

祖父から1月1日現在 18 歳以上の孫への贈与
特例税率の適用可

贈与税：（1,000 万円－110 万円）×40％－125 万円＝231 万円

贈与税：（1,000 万円－110 万円）×30％－90 万円＝177 万円（▲54 万円）
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2.暦年贈与の話

（3）計算例とトクする贈与の考え方

祖父から1月1日現在 18 歳以上の孫への贈与
特例税率の適用可

祖父から20 歳の孫へ 1,000 万円を年末に贈与する例２

トクする贈与 年末に1 回ではなく、年末と年明けの 2 回に分けて500 万円ずつ贈与する

祖父から1月1日現在 18 歳以上の孫への贈与
特例税率の適用可

贈与税：（1,000 万円－110 万円）×30％－90 万円＝177 万円

贈与税：（500 万円－110 万円）×15％－10 万円＝48.5 万円
48.5 万円×2 回＝97 万円（▲80 万円）
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2.暦年贈与の話

（3）計算例とトクする贈与の考え方

祖父から1月1日現在 18 歳以上の孫への贈与
特例税率の適用可

祖父から20 歳の孫へ 1,000 万円を年末と年明けに500 万円ずつ贈与する例３

トクする贈与

贈与税：（500 万円－110 万円）×15％－10 万円＝48.5 万円
48.5 万円×2 回＝97 万円

贈与する相手を孫と子の 2 人にし、年末と年明けの 2 回に分けて
250 万円ずつ贈与する

特例税率と一般税率で差が生じるのは、年間 410 万円以上の贈与
となるため、このケースでは特例税率でも一般税率でも同じ税率
となります。

贈与税：（250 万円－110 万円）×10％＝14 万円
14 万円×2 回×2 人＝56 万円（▲41 万円）
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2.暦年贈与の話

（4）相続開始前の生前贈与が相続財産に加算される制度（改正前）

父から子へ毎年 8月20日に110 万円ずつ10 年間、現金贈与をしている。
令和 6 年 9月25日に父が他界しました。

例

相続開始前 3 年以内の贈与財産に、相続税が課税されるという謎の話です。

父から子への生前贈与のうち、以下の生前贈与に対し、相続税が課税されてしまう

相続開始（令和 6 年 9月25日）前 3 年以内の贈与である
①令和 6 年 8月20日の生前贈与 110 万円
②令和 5 年 8月20日の生前贈与 110 万円
③令和 4 年 8月20日の生前贈与 110 万円
の合計 330 万円につき、相続税が課税される

10 年間の贈与については贈与税が非課税
相続開始直近 3 年間の贈与は相続税が課税される
直近 3 年間の贈与は相続税対策にならなかったことになる

相続が近くなってきてからの贈与は相続時に加算される可能性があるため、
早めの贈与を実行する

ポイント
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2.暦年贈与の話

前述の（4）では解説しませんでしたが、相続開始前 3 年以内の贈与については、
誰でも相続財産に加算される訳ではなく、加算される人は限定されることになっ
ています。

（5）加算対象者から考える戦略的な贈与

父の相続時に父から「相続又は遺贈により財産を取得した者」だけが加算対象
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2.暦年贈与の話

例

相続人だからといって全ての相続人が加算される訳ではないポイント

（5）加算対象者から考える戦略的な贈与

父の相続人は長男と長女の 2 人である。
生前、父は長男と長女に毎年 110 万円ずつ贈与をしていた。
後継ぎの長男が父の全財産を相続し、長女は何も相続しなかった。

長男への生前贈与だけに相続税が課税される

長男：父の相続で全財産を取得しているため
「相続により財産を取得した者」に該当する。

長女：父の相続で財産を何も相続しなかったため
「相続により財産を取得した者」に該当しない。

①相続により財産を取得した者

「相続」を原因として財産を取得できるのは「相続人だけ」
相続人であっても何も相続しない人がいるケースもあり
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2.暦年贈与の話

例

孫であっても加算対象となる場合があるため、
孫には遺贈で財産を取得させないように注意する

ポイント

（5）加算対象者から考える戦略的な贈与

祖父が孫に毎年 110 万円ずつ贈与をしている。
祖父は孫に現金を遺贈するという遺言を作成している。
祖父の相続時に、孫は現金を遺贈により取得する。

孫への生前贈与であっても相続税が課税される（2 割加算あり）

孫：遺言で現金を取得しているため、「遺贈により財産を取得した者」に該当する。

②遺贈により財産を取得した者

「遺贈」を原因として財産を取得するのは「相続人以外」
相続人ではないため、財産を取得するためには遺言などで財産を取得する必要あり
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2.暦年贈与の話

例

孫であっても加算対象となる場合があるため、
孫には遺贈で財産を取得させないように注意する

ポイント

（5）加算対象者から考える戦略的な贈与

祖父が孫に毎年 110 万円ずつ贈与をしている。
祖父は孫に現金を遺贈するという遺言を作成している。
祖父の相続時に、孫は現金を遺贈により取得する。

孫への生前贈与であっても相続税が課税される（2 割加算あり）

孫：遺言で現金を取得しているため、「遺贈により財産を取得した者」に該当する。

②遺贈により財産を取得した者

「遺贈」を原因として財産を取得するのは「相続人以外」
相続人ではないため、財産を取得するためには遺言などで財産を取得する必要あり
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3.令和5年度税制改正の内容①
（暦年贈与における加算期間の延長）
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3.令和5年度税制改正の内容①
（暦年贈与における加算期間の延長）

（1）改正 1（贈与加算期間の延長）

改正前：相続開始前 3 年間の生前贈与に相続税が課税される
改正後：相続開始前 7 年間の生前贈与に相続税が課税される

暦年贈与をする場合、贈与してから7 年経過しなければ相続税が課税されるポイント

（2）改正 2（一部の加算額から100万円の控除可）

相続開始前 3 年超 7 年以内の贈与財産、つまり、贈与してから3 年経過し、
贈与してから7 年以内の贈与財産から、100 万円が控除可能となります。

加算される全ての贈与財産から控除可能ではないポイント

改正前の考え方：
贈与後 3 年経過してから贈与者に相続が発生すれば相続財産に加算されない。

改正後の考え方：
贈与後 7 年経過してから贈与者に相続が発生すれば相続財産に加算されない。
ただし、7 年については経過措置があるため、注意が必要です。
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3.令和5年度税制改正の内容①
（暦年贈与における加算期間の延長）

（3）施行日（スタート日）と経過措置

施行日（スタート日）：令和 6 年 1月1日以後の贈与から

令和 5 年 12月31日までの贈与は、これまでどおり直近 3 年間のみ加算ポイント

経過措置：令和 6 年 1月1日以後の贈与であっても、
相続発生日により加算される年数が少なくなる。

①令和 6 年 1月1日から令和 8 年 12月31日までの相続発生

加算対象期間：これまでと同様、「相続開始前 3 年以内の贈与のみ」
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3.令和5年度税制改正の内容①
（暦年贈与における加算期間の延長）

（3）施行日（スタート日）と経過措置

②令和 9 年 1月1日から令和 12 年 12月31日までの相続発生

加算対象期間：「令和 6 年 1月1日から当該相続の開始の日までの間の贈与」

令和 6年 1月1日以後の贈与であっても、
いきなり直近 7 年間が加算される訳ではない
3 年経過してから少しずつ延長されていき7 年に近づいていくイメージ
この期間の相続発生において、100 万円控除が可能となる贈与財産が生じ始める

③令和 13 年 1月1日以降の相続発生

加算対象期間：相続開始前 7 年以内の贈与

令和 6 年 1月1日以後の贈与につき、相続開始前 7 年以内の贈与が
全て加算となるのは令和 13 年 1月1日以後に相続が発生したケースから 19



4.相続時精算課税って何？（改正前）

（1）要件

贈与者の要件：贈与をした年の 1月1日において60 歳以上の父母又は祖父母
受贈者の要件：贈与を受けた年の 1月1日において18 歳以上の

贈与者の直系卑属（子や孫など）である推定相続人、又は、孫

ポイント 贈与者、受贈者ともに、贈与年の 1月1日が
年齢の判定基準日（暦年贈与の特例税率と同じ）

「自らが選択する」＋「一度選択すると暦年贈与へは戻れない」注意点

ポイント

ポイント

ポイント

相続時精算課税は自ら選択しなければ適用できない

相続時精算課税は一度選択すると暦年贈与に戻れない

父から子は相続時精算課税、母から子は暦年贈与、という
組み合わせは可能
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4.相続時精算課税って何？（改正前）

（2）計算例

ポイント 期限後申告（贈与を受けた翌年 3月16日以後に贈与税申告）した場合

①贈与税の計算

計算式：（贈与財産の価額 － 特別控除額）× 税率（一律 20％）＝贈与税

特別控除は使えない
贈与額に一律 20％の贈与税 ＋ ペナルティ（無申告加算税・延滞税）の負担
絶対に期限内申告（贈与を受けた翌年 3月15日までの申告）
をしなければならない！
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4.相続時精算課税って何？（改正前）

（2）計算例

父から子へ生前贈与（相続時精算課税）の実行
1 年目1,000 万円
2 年目1,000 万円
3 年目1,000 万円
4 年目1,000 万円

母から子へ生前贈与（暦年贈与）の実行
1 年目110 万円
2 年目110 万円
3 年目110 万円
4 年目110 万円

例
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4.相続時精算課税って何？（改正前）

（2）計算例

父から子への贈与（相続時精算課税：特別控除 2,500 万円あり）

母から子への贈与（暦年贈与）

1 年目：（1,000 万円－1,000 万円）×20％＝0（特別控除額の残り1,500 万円）
2 年目：（1,000 万円－1,000 万円）×20％＝0（特別控除額の残り500 万円）
3 年目：（1,000 万円－500 万円）×20％＝100 万円（特別控除額の残り0 円）
4 年目：（1,000 万円－0 円）×20％＝200 万円（特別控除額の残り0 円）
贈与税の合計300 万円（＝3 年目100 万円＋4 年目200 万円）

1 年目：（110 万円－110 万円）＝0（無税）
2 年目：（110 万円－110 万円）＝0（無税）
3 年目：（110 万円－110 万円）＝0（無税）
4 年目：（110 万円－110 万円）＝0（無税）
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4.相続時精算課税って何？（改正前）

（2）計算例

②相続税の計算

相続時精算課税を選択した後の贈与：相続時に全て加算され相続税が課税される
贈与時に先に支払った贈与税があれば、相続時に精算される
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4.相続時精算課税って何？（改正前）

（2）計算例

父から子への贈与（相続時精算課税：特別控除 2,500 万円あり）（再掲）

1 年目：（1,000 万円－1,000 万円）×20％＝0（特別控除額の残り1,500 万円）
2 年目：（1,000 万円－1,000 万円）×20％＝0（特別控除額の残り500 万円）
3 年目：（1,000 万円－500 万円）×20％＝100 万円（特別控除額の残り0 円）
4 年目：（1,000 万円－0 円）×20％＝200 万円（特別控除額の残り0 円）
贈与税の合計300 万円（＝3 年目100 万円＋4 年目200 万円）

相続税の計算：
相続時精算課税を選択後に合計 4,000 万円の現金贈与
4,000 万円全額を相続時の相続財産に加算され相続税が課税される

生前贈与に対する相続税額：4,000 万円×30%＝1,200 万円
贈与時における贈与税額 ：300 万円（特別控除適用後の贈与税額）
相続時における精算額 ：1,200 万円－300 万円＝900 万円（納付）

例１ 前述の贈与税の計算における父に相続が発生し、
父の相続税率が 30%とした場合、父の相続税の計算は以下となります。
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4.相続時精算課税って何？（改正前）

（2）計算例

例２ 前述の贈与税の計算における父に相続が発生し、
父の相続税率が 5%とした場合、父の相続税の計算は以下となります。

父から子への贈与（相続時精算課税：特別控除 2,500 万円あり）（再掲）

1 年目：（1,000 万円－1,000 万円）×20％＝0（特別控除額の残り1,500 万円）
2 年目：（1,000 万円－1,000 万円）×20％＝0（特別控除額の残り500 万円）
3 年目：（1,000 万円－500 万円）×20％＝100 万円（特別控除額の残り0 円）
4 年目：（1,000 万円－0 円）×20％＝200 万円（特別控除額の残り0 円）
贈与税の合計300 万円（＝3 年目100 万円＋4 年目200 万円）

相続税の計算：
相続時精算課税を選択後に合計 4,000 万円の現金贈与
4,000 万円全額を相続時に相続財産に加算され相続税が課税される

生前贈与に対する相続税額：4,000 万円×5%＝200 万円
贈与時における贈与税額 ：300 万円（特別控除適用後の贈与税額）
相続時における精算額 ：200 万円－300 万円＝▲100 万円（還付）
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4.相続時精算課税って何？（改正前）

（2）計算例

注意点

ポイント 相続時の評価額 5,000 万円では精算されない！

相続財産と合算する贈与財産の価額＝「贈与時の価額」

例 父から子へ上場会社株式 2,000 万円を贈与し子が相続時精算課税を選択した。
その後、上場会社株式の株価が急上昇し、父の相続発生時に5,000 万円と
なった。

相続時に精算される贈与財産の価額：贈与時の評価額 2,000 万円
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4.相続時精算課税って何？（改正前）

（3）相続時精算課税のメリット4選

① 2,500 万円までは、贈与税を非課税で贈与できる

子が自宅購入などのためにまとまった資金が必要な場面を想像してみてください。

住宅ローンを組んだとしても、まとまった頭金を充当しなければ購入できない
資金に余裕のある祖父母又は父母から相続時精算課税を選択して2,500 万円ずつ

贈与
贈与税を非課税で贈与し、その資金を頭金として充当することが可能となる
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4.相続時精算課税って何？（改正前）

（3）相続時精算課税のメリット4選

② 2,500 万円を超過した贈与額についても税率 20% の税額負担で済む

子（30 歳）が 3,000 万円の資金がどうしても必要な場面を想像してみてください。

贈与後の手残りを多くするためには、相続時精算課税を使う方が有利

例 暦年贈与（特例税率）の場合

贈与税額：（3,000 万円－110 万円）×45％－265 万円＝1,035.5 万円
（手残り：1,964.5 万円）

相続時精算課税の場合

贈与税額：（3,000 万円－2,500 万円）×20％＝100 万円
（手残り：2,900 万円）
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4.相続時精算課税って何？（改正前）

（3）相続時精算課税のメリット4選

③値上がりが確実な財産であれば、相続税対策になる

父が値上がり確実な上場会社株式を保有している場面を想像してみてください。

相続時精算課税を選択すると、相続時に精算されるのは「贈与時の価額」
贈与してから相続までの間に、値上がりが確実な財産を早いタイミングで
贈与すれば、相続税対策が可能
（∵値上がる前の低い評価額で精算されるため）。

値上がりしそうな財産の例：
・上場会社株式
・上場予定の未公開株式
・同族会社株式
・市街化調整区域内から市街化区域に変更予定の宅地
・金、プラチナ
ただし、確実に上がるかは贈与者の判断になりますので、注意が必要です。
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4.相続時精算課税って何？（改正前）

（3）相続時精算課税のメリット4選

④収益性のある財産（アパートなど）を贈与すれば、
収益分（家賃収入など）を贈与者から切り離すことができる

父がアパートを複数棟所有しており、
多額の家賃収入があることを想像してみてください。

父の所得税負担は重たい（∵所得税は累進税率）
父が所有するアパートのうち、家賃収入の多い 1 棟につき
相続時精算課税を選択して子へ贈与
父の所得を子へ移転させることが可能となり、父の所得税対策
贈与後の収益は贈与を受けた子のものになる
子がその資金を貯めておけば、将来の相続税の納税資金となる
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4.相続時精算課税って何？（改正前）

（4）相続時精算課税のデメリット4選

①選択後は暦年贈与に戻ることができない

相続時精算課税を一度選択すると、暦年贈与に戻ることができない
暦年贈与では、贈与税の時効（原則 6 年）を迎えることがある
相続時精算課税には時効は存在しない
（∵選択後の贈与は相続時に全て精算される）

②特別控除額を適用するためには期限内申告が必要となる

特別控除額 2,500 万円を使うためには、必ず期限内申告が必要
贈与をした翌年 2月1日から3月15日までに申告しなければならない
一日でも申告が遅れれば特別控除額を使うことはできない
一律 20％の贈与税とペナルティ（無申告加算税・延滞税）の負担あり
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4.相続時精算課税って何？（改正前）

（4）相続時精算課税のデメリット4選

③小規模宅地等の特例が適用できない

小規模宅地等の特例（※）を使うためには、
自宅敷地を「相続か遺贈」で取得する必要あり
父が保有する自宅敷地につき相続時精算課税を適用して子（同居）へ贈与する
子（同居）に贈与を使って移転してしまったため、
贈与した自宅敷地には小規模宅地等の特例は適用できない
小規模宅地等の特例の適用可能な土地があれば、相続で移転させるべき

※小規模宅地等の特例
自宅敷地であれば評価額の 80%を減額できる特例（自宅敷地以外にも適用可）
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4.相続時精算課税って何？（改正前）

（4）相続時精算課税のデメリット4選

④贈与者よりも受贈者が先に亡くなると納税義務を引き継ぐ

父が子へ相続時精算課税を適用し、収益不動産（アパート等）を贈与した
父の相続発生よりも先に、子の相続が発生
子が所有する所有する収益不動産（アパート等）につき、
子の相続人が相続税を負担する
子の相続の後に、父の相続が発生
父の相続で精算されて相続税を支払うはずだった子が
先に相続発生してしまっている
父の相続時に子が支払うはずだった相続税は子の相続人に引き継ぐ

（5）相続時精算課税の活用に向く人

まとまったお金が必要な人（もらう人の都合）

将来値上がりが確実な財産を保有している人（渡す人の都合）
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5.令和5年度税制改正の内容②

（1）改正 1（基礎控除の創設：贈与税）

①基礎控除 110 万円の創設

暦年贈与と相続時精算課税の基礎控除 110 万円のダブル適用可能ポイント

例 父と子の関係：相続時精算課税
母と子の関係：暦年贈与

相続時精算課税と暦年贈与は別の制度
父から子への現金贈与（110 万円）は相続時精算課税を選択
母から子への現金贈与（110 万円）は暦年贈与
基礎控除 110 万円を2 回使うことが可能！

（相続時精算課税の大幅な改正）
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5.令和5年度税制改正の内容②

（1）改正 1（基礎控除の創設：贈与税）

（相続時精算課税の大幅な改正）
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②贈与税の計算式

基礎控除以下の贈与であれば期限内申告は不要となるが、
相続時精算課税の初年度だけは、相続時精算課税選択届出書のみ
提出する必要あり

ポイント

③贈与額が基礎控除以下の場合の対応

（贈与財産の価額 － 基礎控除 － 特別控除額）× 税率（一律 20％）＝贈与税

5.令和5年度税制改正の内容②

（1）改正 1（基礎控除の創設：贈与税）

（相続時精算課税の大幅な改正）
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④複数の贈与者から「相続時精算課税」で贈与を受けた場合

複数の贈与者から相続時精算課税を選択する場合には、
基礎控除 110 万円は按分されてしまう

ポイント

例 父から子へ相続時精算課税を選択し330 万円を贈与
母から子へ相続時精算課税を選択し110 万円を贈与

110 万円の基礎控除を父母の贈与額で按分される
父 82.5 万円（＝基礎控除 110 万円×330 万円／ 440 万円）
母 27.5 万円（＝基礎控除 110 万円×110 万円／ 440 万円）
∵相続時精算課税という1つの制度の中では基礎控除は 110 万円しか存在しない

5.令和5年度税制改正の内容②

（1）改正 1（基礎控除の創設：贈与税）

（相続時精算課税の大幅な改正）
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5.令和5年度税制改正の内容②

（1）改正 1（基礎控除の創設：贈与税）

（相続時精算課税の大幅な改正）
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ポイント 基礎控除に相当する贈与額は、相続時に精算する必要なし

これまでは・・・相続時に全て精算されるから相続税対策にならない
暦年贈与しか選択肢がない状況であった
これからは・・・基礎控除分だけの贈与であれば、
相続人であっても最後に精算されないので相続税対策になる！
相続人に対する直前の贈与は、相続時精算課税の方が暦年贈与よりも使える！

5.令和5年度税制改正の内容②

（2）改正 2（基礎控除分の精算なし：相続税）

（相続時精算課税の大幅な改正）
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相続時精算課税を選択すると、相続時に精算されるのは「贈与時の価額」

贈与してから相続までの間に、値上がりが確実な財産を早いタイミングで
贈与すれば、相続税対策が可能

（∵値上がる前の低い評価額で精算されるため）。

贈与してから相続までの間に、値下がりしてしまう財産を贈与すると
相続税が逆に高くなってしまう

（∵値下がる前の高い評価額で精算されるため）。

5.令和5年度税制改正の内容②

（3）改正 3（土地又は建物の価額の特例の創設：相続税）

（相続時精算課税の大幅な改正）
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父が子へアパート1 棟を贈与し、子が相続時精算課税を選択する
父の相続時に精算されるのは「贈与時の価額」
子が贈与を受けてから火事で全焼した場合はどうなる？
火事で全焼しても、最後に精算されるのは「贈与時の価額」
これでは相続時精算課税は使いにくい・・・
そこで、改正が入った！

父がアパートを複数棟所有しており、多額の家賃収入があることを
想像してみてください。

5.令和5年度税制改正の内容②

（3）改正 3（土地又は建物の価額の特例の創設：相続税）

（相続時精算課税の大幅な改正）
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①要件（複数）

②特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算される金額

災害により被害を受けた部分は加算しない

相続時精算課税を選択して贈与により取得した土地又は建物のみ
贈与を受けた日から相続税申告の提出期限までの間に災害によって
相当の被害を受ける
相当の被害とは10 分の 1 以上となる被害
保険や損害賠償金の支払による被害額の補填は控除できない

贈与により取得してから売却後に、災害が発生した場合には使えない
災害が発生した日から3 年を経過する日までに税務署へ提出が必要

5.令和5年度税制改正の内容②
（相続時精算課税の大幅な改正）

（3）改正 3（土地又は建物の価額の特例の創設：相続税）
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令和 6 年 1月1日以後に、土地又は建物が災害により被害を受ける場合

ポイント 相続時精算課税が導入された平成 15 年 1月1日以後に相続時精算課税を
適用し贈与により取得した土地又は建物が災害を受けた場合であっても
適用可能

5.令和5年度税制改正の内容②

（4）施行日（スタート日）

（相続時精算課税の大幅な改正）
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6.暦年贈与と相続時精算課税との有利不利選択

（1）考え方の整理（贈与者の年齢・相続発生の予想日）

生前贈与は早ければ早いほど相続税対策になる
∵誰に贈与しても、贈与してから7 年経過すれば、相続財産に加算されない
人間いつ相続が発生するかは読めないので、
平均寿命で相続発生すると考えてみる
厚生労働省が令和 5 年に公表した令和 4 年度の平均寿命
男性の平均寿命（81.05 歳）、女性の平均寿命（87.09 歳）

贈与者（男性）の現在の年齢が 70 歳であれば、平均寿命まで残り11 歳あります
ので、当面は暦年贈与を選択することを検討してみましょう。

平均寿命よりも長生きすると考えていれば、その年齢を自分で設定しましょう！
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6.暦年贈与と相続時精算課税との有利不利選択

（1）考え方の整理（贈与者の年齢・相続発生の予想日）
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6.暦年贈与と相続時精算課税との有利不利選択

（1）考え方の整理（贈与者の年齢・相続発生の予想日）

ある程度の年齢になってから生前贈与を検討することになる
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6.暦年贈与と相続時精算課税との有利不利選択

（1）考え方の整理（贈与者の年齢・相続発生の予想日）

男性（80 歳）が毎年 110 万円の生前贈与を検討。誰に贈与するのがいい？

孫など相続人以外への贈与：暦年贈与
子など相続人への贈与：相続時精算課税

例
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6.暦年贈与と相続時精算課税との有利不利選択

（2）考え方の整理（贈与金額の確認）

男性（76 歳）が相続税対策を考えて毎年 440 万円を5 年間贈与したいと考えて
います。男性には、相続人として長男・長女がいます（それぞれに孫あり）。

例

①相続までいくら贈与するか？

毎年、何人にいくらずつ贈与するか？を決める必要あり

長男・長男の子（孫）、長女・長女の子（孫）へ年間 110 万円ずつ贈与する

（方向性） 440 万円は誰に贈与する？

②暦年贈与か？ 相続時精算課税か？

贈与者の年齢が平均寿命まで 7 年以内であれば、子への贈与は相続時精算課税、
孫への贈与は暦年贈与

贈与したくない親族がいるなら、節税の観点は除外してもよい注意点
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6.暦年贈与と相続時精算課税との有利不利選択

（3）ケーススタディ①（父→子、父→孫、1人当たり110万円）

前提：いつ相続が起こるかわからないので、平均寿命で相続が発生する
父（70 歳）、子 1 人、孫 1 人
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6.暦年贈与と相続時精算課税との有利不利選択

（3）ケーススタディ①（父→子、父→孫、1人当たり110万円）
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6.暦年贈与と相続時精算課税との有利不利選択

（4）ケーススタディ②（父→子、毎年 500万円）

前提：いつ相続が起こるかわからないので、平均寿命で相続が発生する
父（71 歳）、子 1 人、贈与時に2 億円あり、10 年間で 5,000 万円贈与する
年金収入だけで生活しており、財産は増えないものとする
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6.暦年贈与と相続時精算課税との有利不利選択

（4）ケーススタディ②（父→子、毎年 500万円）
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6.暦年贈与と相続時精算課税との有利不利選択

（4）ケーススタディ②（父→子、毎年 500万円）

毎年の贈与税の計算（当初 3 年間は暦年贈与、残り7 年間は相続時精算課税）
相続時における相続税の計算

54

∵基礎控除分は精算されないので直前の７年間は相続時精算課税の方が得になる！
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